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上記の業務委託について、名古屋市（以下「甲」という｡）と受託人（以下「乙」
という｡）は各々 の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公平な
業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

L’ 平成２２年４月－１日

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号
名古屋市

契約事務受任者
名古屋市教育委員会教育長伊藤

甲

＝令

●‐●

受託人

住所愛

氏名ホ

代

乙

芽寅淵

目９５番地町１丁

式会社

原幹

Ｐ

１

~

－

件 名 名古屋市名東図書館窓口等業務委託契約

２ 委託場所
名古屋市名東区文教台二丁
名古屋市名東図書館

目２０５番地

３ 委託期間 平成２２年４月１日 から平成２３年３月３１日まで

４ 契約金額

■

うち

￥１６

、

フ
０４４ ’

ＯＯＯ★

取引にかかる消費税額(紬消費税を帥｡以下同じ） ７６４，０００円

｢取引にかかる消費税額」は、契約金額に５／１０５を
乗じて得た額である。

５ 代金支払場所 名古屋市役所

６ 代金支払方法 口座振替

７ 契約保証金 名古屋市契約規則第３１条第３号により免除



契約条項

（総則）、

第１条乙は、甲の提示した仕様書に基づき、乙の責任において業務を実施するものとする。

（当然履行義務）

第２条乙は、本条項及び甲の提示した文書、図面等に明示されていない事項でも業務の施行上

当然に必要な事項については、契約金額を変更することなくこれを行わなければならない。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第３条乙は､あらかじめ甲の承諾を得なければ､この契約による権利又は義務を他人に譲渡し、
若しくは継承させ又はその権利を担保に供してはならない。

（再委託の制限等）

第４条乙は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

（特許権等の使用）

第５条乙は、業務の施行にあたって特許権その他他人の権利の対象となっている施行方法等を
使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

（事務の処理）

第６条乙は、現場にて業務を施行する必要があるときは現場に常駐し、監督員の指揮監督に従
い業務に関する一切の事項を処理しなければならない。，

（代理人）

第７条乙は、現場における事務を処理させるため、現場代理人（以下「代理人」という｡）を置
くことができる。

２乙は、代理人を置こうとするときは、あらかじめ代理人の住所、氏名、略歴及び権限
を記載した現場代理人届を甲に提出してその承認を得なければならない。代理人を変更
しようとするときもまた同様とする。

３甲は、代理人が著しく不適当であると認めるときは、乙に対してその者の交替を求め
ることができる。

（業務の変更等）

第８条甲は、必要があると認めるときは、業務の施行を打ち切り、若しくは中止し又は設計を
変更することがある。

２設計変更により、契約金額に増減を生じるときは､設計価格をもって契約金額を除し、
これに変更後の設計価格を乗じて得た額の範囲内において甲の承認した金額をもって契
約金額とする６，

３前項の規定によって契約金額を増減したときは契約保証金を増減する。
４乙は、第１項から前項までの規定により契約の変更を必要とするときは、甲の指定す
る期間内に請書を甲に提出しなければならない。

（危険負担）

第９条業務の施行上生じた損害は、甲の責に帰すべき事由による場合を除きすべて乙の負担と
する。

２甲は前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によるものであって、これをすべて
乙に負担させることが著しく公正を害すると認めるときは、その損害の全部又は一部を
負担する。

３前２項の規定により、甲が負担する損害の額は甲が認定する額の範囲内で甲及び乙が
協議して定める。



１，

４前３項の規定は、第１４条に規定する部分払いの対象となる業務の既済部分に生じた
損害に準用する。

（検査等）

第10条乙は、業務が完了したときは直ちに業務完了届を甲に提出しなければならない。
２甲は、業務完了届を受理した日から１０日以内において期日を定めて、甲の命じた検
査員（以下「検査員」という｡）により検査を行い、契約に定めた事項に適合している
かどうかを確認しなければならない。’

３乙は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。

（不完全な履行）

第11条検査員は検査の結果、履行が不完全であると認めたときは、期日を定めて完全な履行を
命ずるものとする。

２．前条及び前項の規定は前項に規定する履行を完了したときに準用する。

（契約代金の支払い）

第12条甲は、検査の結果契約に定めた事項に適合すると認めたときは、乙から適法な支払請求
書を受理した日から３０日以内に契約代金を支払うものとする。

（定期支払いによる支払い）
第13条この契約に基づく契約代金の支払いについて、乙が名古屋市会計規則（昭和39年名古

屋市規則第５号）第64条に規定する定期支払申込書を提出した場合には、請求書の提出
を要しないものとする。

〃

.(部分払い）

第14条乙は､１月経過するごとに契約代金の一部の支払い(以下｢部分払い」という｡）を甲に
請求することができる。
２部分払いの各回の支払額は、乙の提出した適法な支払請求書等に基づき検査のうえ、
甲が認定した額とする｡，

３前条及び第１７条の規定は、部分払いの請求及び支払いに準用する。

（契約の完了）

第15条この契約は、第１０条第２項に規定する確認があったときをもって完了したものとみな
す。

（かし担保）

第16条乙は、この契約を完了した日から１年間その隠れたかしについて担保の責任を負わなけ
ればならない。

２第１１条の規定は前項に規定する期間内に生じ又は発見した一切のかしに準用する。
ただし、甲において、そのかしが、乙の責に帰すべき事由によるものでないと認めたと
きはこの限りでない。

（延滞金）

第17条乙は、正当な理由がなく契約の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額に年
3.3,甑の割合を乗じて計算した額を延滞金として、甲の指定する期間内に納付しなければ
ならない。

２甲は、乙が前項に規定する延滞金を甲の指定した期間内に納付しないときは、この契
約による契約代金から延滞金を控除することができる。



３第１項に規定する延滞金の算定の基礎となる日数には、検査に要した日数及び第１１

条第１項の規定により完全な履行をさせるため最初に指定した期日までの日数は算入

しない。

（遅延利息）

第１８条甲は、甲が第１２条第１項に規定する期間内に契約金額の支払いをしないときは、政府

契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条の規定により算

出した額の遅延利息を乙に支払わなければならない。この場合の遅延利息の算定基準とな

る日数計算方法等については、同法の定めるところによる。

（契約の合意解除）

第19条甲は、乙と協議のうえこの契約の全部又は一部を解除することができる。

２乙は、第８条第１項に規定する中止が契約期間の３分の２以上にいたっても解除にな

らないときは、甲と協議のうえ契約の全部又は一部を解除することを求めることができ
る。．

３甲は、自己の都合で契約の全部又は一部を解除したために乙に損害を与えたときは、
当該損害を賠償することがある。

４甲は、第２項の規定によりこの契約を解除したために乙に損害を与えたときは、甲の
認定するところにより当該損害を賠償するものとする。

（契約の一方的解除）

第20条甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告を用いないで契約を解除することがで
きる。

（１）正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は契約期間内に契約を履行する見込
みがないと認めたとき。

（２）契約の締結又は履行について、不正又は義務違反の行為があったとき。
（３）監督員の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨げ若しくは妨げようとし

たとき。

（４）代理人又は従業者が前各号の一に該当する行為を行い、又は行おうとしたとき。
（５）契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
（６）自己の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
（７）自己の都合によって契約の解除を請求したとき。

（契約保証金の帰属等）

第21条前条の規定により契約を解除したときは、乙の納付にかかる契約保証金は、甲に帰属す
る。

ただし、契約保証金の納付がないときは、乙は、甲の指定する期間内に違約金として契
約金額の１００分の１０に相当する額を納付しなければならない。

（他の契約の解除による契約の解除）

第22条甲は、乙が甲に対する他の委託等の契約の相手方となった場合において正当な事由がな
いにもかかわらず当該契約を締結しないとき、又は乙の責に帰すべき事由により当該契約
を解除されたときは、この契約を解除することができる。

（契約保証金の返還）

第23条契約保証金は、この契約に基づく義務を履行し終わったとき、又は第１９条若しくは第
２２条の規定により契約を解除したときにこれを還付するものとする。
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（相殺）

第25条この契約により甲が乙に対して有する債権は、この契約又は他の契約に基づいて、乙が
甲に対して有する債権と相殺することができる。

（疑義）

第26条この契約書及び甲の提示した文書、図面等に関して疑義を生じたときは、すべて甲の判
断に従うものとする。

（遵守規定）

第27条乙は、名古屋市契約規則（昭和３９年名古屋市規則第１７号）その他関係法令を遵守し
なければならない。

（備品の使用と管理）

第28条甲は､委託事務の執行に必要な施設､設備および備品について､名古屋市の関係規程(貸
付備品の管理に関する事務取扱要項および物品事務の手引き）に基づき、乙の使用を認め

（処分に対する異議等）
第24条乙は、甲がこの契約に基づいて行う指示認定等の処分に対し異議をとなえ、又はこれに

より生ずる費用の返還を請求することができない。
２前項の処分により生じる費用は、すべて乙の負担とする。

前項の備品として別添「物品関係内訳書」のとおり、乙に貸し付ける。
甲から前項の備品の貸し付けを受けたとき、甲に預かり証を提出する。
善良なる管理者の注意義務をもって第２項の備品を管理しなければならない。

甲は、

乙は、

乙は、
1１

（特約条項）

第29条上記のほか、甲および乙は別紙の特約条項を遵守するものとする。

（特記事項）

第30条この契約による事務の処理の委託を受けた者は、この契約による事務を処理するに当た
り、別記「情報取扱注意項目」を遵守しなければならない。



談合その他の不正行為に係る特約条項

（談合その他の不正行為に係る甲の解除権）

第１条名古屋市（以下「甲」という｡）は、請負人（以下「乙」という｡）がこの契約に

関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1)乙が､私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。
以下「独占禁止法」という。、)第３条、第６条、第８条第１項又は第１９条の規定に

違反（以下「独占禁止法違反」という。）するとして、独占禁止法第４９条第１項に
規定する排除措置命令又は第５０条第１項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命
令が確定したとき。

（２）乙が、独占禁止法違反するとして、独占禁止法第６６条第４項に規定する審決を受
１ﾅ、当該審決が確定したとき。

（３）乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条
の３若しくは第１９８条又は独占禁止法第89条第１項、第９０条第１号若しくは第２
号若しくは第９５条第１項第１号に規定する罪を犯し、刑に処せられた（刑の執行が
猶予された場合を含む。以下同じ。）とき。

（４）前３号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁止法
違反行為をし、又は刑法第９６条の３若しくは第１９８条の規定に該当する行為をし
たことが明らかになったとき。

２前項各号のいずれかに該当し、かつ、甲が契約を解除した場合における当該契約解
除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則（昭和３９年名古屋市規則第１７
号）第４５条第２項又は第３項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
（談合その他の不正行為に係る賠償額の予定）

第２条乙がこの契約に関して前条第１項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を
解除するか否かにかかわらず、乙は、請負代金額に１ｏｏ分の２ｏを乗じて得た額の賠
償金に、請負代金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて年3.3
バー ｾﾝﾄの割合による利息を付して支払わなければならない｡ただし､次の各号の〆
ずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)前条第１項第１号、第２号及び第４号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法
第２条第９項に基づく不公正な取引方法（一般指定）（昭和５７年６月１８日公正取
引委員会告示第１５号）第６項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じ
ない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるとき。

(2)前条第１項第３号のうち、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第１９８条に
規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第４号のうち、刑法第１９８条の規
定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、乙又は乙の役員若しく
は乙の使用人が刑法第９６条の３の規定にも該当し、.刑に処せられたとき（同項第４
号については、刑法第９６条の３の規定1こ該当する行為をしたことも明らかになった
とき。）を除く。

２第１項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、
甲は、乙の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利
息の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及びその
構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

３第１項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超え
る場合は、甲は、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。

４前３項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする
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特記事項

情報取扱注意項目

（基本事項）

第１この契約による事務の処理（以下「本件業務」という｡）の委託を受けた者（以下「乙」とい

う｡）は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管

理のために必要な措置を講じるとともに､個人の権利利益を侵害することのないようにしなけれ

ばならない。

（関係法令等の遵守）

第２乙は、本件業務を履行するに当たり、名古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第
４１号。以下「あんしん条例」という｡)、名古屋市個人情報保護条例（平成17年名古屋市条例第

２６号。以下「保護条例」という｡）その他関係法令を遵守しなければならない。

（適正管理）

第３乙は、本件業務に関して知り得た名古屋市（以下「甲」という｡）から取得した情報及び委託
の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したものを含み､委託の趣旨に基づき甲
に提供される予定のものに限る。以下「取得情報ｊという｡）の漏えい、滅失又は改ざんの防止
その他の取得情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（機密情報の取扱いに関する特則）

第４乙は、本件業務を処理するために、機密情報（名古屋市情報あんしん条例施行規則（平成１６
年名古屋市規則第50号。以下「あんしん条例施行規則」という｡）第28条第１項第１号に規定する
機密情報をいう。以下同じ｡）を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、
適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

（第三者への提供及び目的外使用の禁止）

第５乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正当な理由なく第三者
に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。

２前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を含む。以下同じ｡）後においても同様とす
る。

（再委託の禁止又は制限等）

第６乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
２乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、この契約において乙
が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
３乙は､機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以
下「再々 委託」という｡）させてはならない。

ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限り
ではない。

（複写及び複製の禁止）



第７乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物（甲の

指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。）を複写し、又は

複製してはならない。

（情報の返却・廃棄）．

第８乙は、甲の承認を得た場合を除き、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを

契約の終了までに返却しなければならない。

２乙は、保有する必要がなくなった取得情報を確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復

元不可能な方法によって契約の終了までに処分しなければならない。

ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。

（情報の授受）

第９取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて甲の指名する職員と

乙の指名する者との間において行うものとする。

（報告等）

第１０乙は、甲が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒ん

ではならない。また、甲が取得情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければな

らない。

２乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを

知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

（従事者の教育）

第１１乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、あんしん条例施行細則及びこれら

に基づく諸規程を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。

２乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合､当該業務に従事している者に対し、

保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。

３乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その

内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知し
なければならない。

（契約解除及び損害賠償等）

第１２甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じ
ることができる。

（１）契約を解除すること。

（２）損害賠償を請求すること。

（３）取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第
３４条の規定に基づきその旨を公表すること。

２前項第２号及び第３号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。



名古屋市名東図書館窓口等業務委託仕様書

１．件名

名古屋市名東図書館窓口等業務委託

２．.委託期間

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

3．履行場所

名古屋市名東図書館名古屋市名東区文教台二丁目２０５番地

４．委託業務内容

（１）開館準備業務

①照明機器の起動（閲覧室関係）

②情報処理システム機器立ち上げ及びプリンター等の用紙補充点検

③返却ポスト資料の回収・返却処理・施錠

④返却期限日付の確認

⑤帳票類の補充点検

⑥新聞の整理・配架・保存

⑦返却本配架及び書架(雑誌架・視聴覚架を含む)の整理整頓

⑧コピー機起動及び用紙・トナーの補充点検

⑨雨天時の利用者対応（傘袋等用意）

⑩入館者カウンターの起動

⑪業務日誌の確認

（２）利用者登録業務（団体・郵送貸出登録を除く）

①登録方法案内

②資格要件・住所確認証明書の確認

③二重登録チェック

④仮登 録

⑤個人貸出券の作成・図書館利用方法の説明

⑥パスワード発行申込みの受付・発行

⑦登録申込書記載事項の本登録

⑧有効期限切れ利用者更新処理（再度登録）

⑨利用登録事項変更申請の受付・処理

⑩個人貸出券紛失の受付・処理

１



有効期限切れ更新不可）

（３）貸出業務（郵送貸出を除く）

①貸出処理

②貸出券不携帯者に対する貸出処理．

③無効貸出券（貸出停止適用期間中、有効期限切れ

④メッセージ出力貸出券携帯者への対応

⑤予約取り置き資料の確認・予約連絡票の抜き取り

⑥付属資料の確認

⑦貸出冊数の確認

⑧返却期限の確認

⑨利用者区分･資料区分による貸出冊数の確認

⑩未返却･遅延資料の確認及びメッセージ入力
⑪禁帯出資料の告知

⑫メッセージ出力資料への対応

⑬返却期限延長

⑭団体への貸出処理

⑮書庫出納、資料の貸出

（４）館内閲覧業務

①カウンター取り置き資料の閲覧

②相互貸借・部内貸借資料の閲覧

③最新号雑誌閲覧

④視聴覚資料視聴受付・操作利用案内・視聴予約受付
⑤書庫出納、資料の閲覧

携帯者への対応

（５）返却業務

①返却処理

②付属資料の確認

③他館資料の処理

④メッセージ出力資料への対応

⑤汚損・破損の確認及び回収、返却期限レシート
⑥未返却資料の確認

⑦亡失資料、汚損・破損資料の弁償手続きの受付

返却期限レシート等の残留物の確認

（６）利用案内・書架案内・資料案内業務
①自館の利用案内・書架案内

②名古屋市図書館の利用案内

③名古屋市図書館以外の図書館の利用案内・紹介



（７）配架・書架整頓業務

① 返却資料の配架

②書架の整理・整頓

③新着図書・雑誌・視聴覚資料の配架

④新聞の配架・整頓

（８）予約資料に関する業務

①予約票受付及び書誌事項の明らかな予約票の検索・入力・点検

②予約確保依頼リスト出力及び書架検索

③返却処理による予約連絡票打出し、挟み込み及び自館・他館予約振り分け

④予約資料返却処理、予約連絡票打出し、挟み込み

．⑤予約棚への配架

⑥予約者への連絡・取り置き期限設定処理

⑦取置き期限超過資料の処理

⑧予約取り消し資料の処理、予約未連絡資料抽出・連絡リスト出力及び予約者への

連絡

⑨不明返信処理

（９）図書館資料の整理・管理に関する業務

①廃棄資料の読込・リサイクルシール貼付・リサイクル会場設営及び運搬

②蔵書点検作業（読込作業）

③不明リストによる書架点検

④書庫入れ資料の読込・配架

１ｍ
①
②

く 窓口における行事、広報等関連業務

行事等の申込み受付

印刷物類の配布

３

④書誌事項の明らかな資料の検索（書誌検索、所蔵検索）・書架案内

⑤タッチパネルＯＰＡＣの利用・操作案内

⑥キーボード○ＰＡＣの利用・操作案内

⑦インターネット用パソコンの利用・操作案内・予約受付

⑧複写受付、コピー機の利用・操作案内

⑨機器不具合・苦情の対応

⑩駐車場利用案内、機器操作案内

⑪市民のリサイクルコーナー図書の譲渡処理
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(１１）施設管理関連業務

①拾得物・遺失物の受付・職員への引渡し

②プリンター等の用紙補充

③コピー機の用紙・トナーの補充

④駐車場回数券利用者等への対応処理

(１２）要望・苦情等対応

①窓口における要望・苦情等の受付、対応

②利用者の問題行動対応

③急病・負傷者、迷子への対応

(１３）閉館準備業務

①閉館放送の準備・放送

②利用者の退館誘導・退館確認（館内見回り、窓、トイレ、忘れ物等点検）

③返却ポスト資料確認、開錠

④返却本配架及び書架の整理整頓

⑤コピー機電源断

⑥情報処理システム機器終了処理

⑦カウンター内電源使用機器類の電源断・片付け

⑧照明機器の電源断（閲覧室関係）

⑨入館者カウンターのチェック及び電源断

⑩業務日誌記入

5．業務日、業務を要しない日及び業務時間

（１）業務日

抄〔の（２）に掲げる「業務を要しない日」を除く毎日

詳細業務実施日カレンダー参照

（２）業務を要しない日

夕

①毎週月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。以下「法」と
いう｡）に規定する休日にあたるときは、その直後の法に規定する休日でない日、特

別整理期間中、１月４日は除く｡）

②年末年始１２月２９日～翌年１月３日

③特別整理期間中の土曜日、日曜日

（３）開館日の業務時間

①火曜日～金曜日 原則として９：００～１９：１５

(開館時間１０：００～１９：００）

４



②土・日曜日・祝日原則として９：００～１７：３０

（開館時間１０：００～１７：００）

（４）閉館日の業務時間

①毎月第３金曜日（法に規定する休日にあたるときを除く）及び１月４日（館内整

理日）原則として９：００～１７：３０

②特別整理期間（平成２２年６月１６日（水）～６月２４日（木））

原則として９：００～１７：３０

６．定例的な協議

円滑な図書館業務を行うため、定例的な協議の場を設けるなどの方策により、名古屋市

（以下「本市」という）との相互共通認識による運営を行うこと。

7．委託業務の執行体制

（１）業務従事者の配置

①受託者は、委託業務が円滑に履行できる必要な人員を常時配置すること。土曜日・

日曜日・祝日、休館日の翌日等の繁忙日や、生徒・児童の長期休業期間等の繁忙期間

には特に留意し､サービス低下を招かない体制をとるなど､適切な措置を講ずること。

②業務に係る人数は､原則として委託した時間内に与えられた業務を完了できる人員

を配置する。ただし、通常の業務量を著しく上回る場合や､あらかじめ予想できない

事態に対応せざるを得ないため業務が終わらない場合は、本市に相談すること。

（２）業務従事者の選任

受託者は、委託業務を的確かつ迅速に履行できる知識を有することはもとより、図書

館が社会教育施設であることに留意し、親切，丁寧な接遇ができ、かつ、風紀・業務規

律を乱さない者を選任すること。図書館業務に関心を持ち、かつ責任感を有し健康な者

を選任すること。司書（補）資格所持者又は公立図書館業務経験者等の配置に努めるこ

と。

また、継続的な雇用を希望する者の優先的な選任などを行い、業務従事者が短期的に

入れ替わることで、業務サービスが低下することがないよう特段の配慮に努めること。

（３）責任者の配置

①責任者の配置と職務

受託者は、委託業務を円滑に遂行するため、業務時間中は常時、責任者を配置し、

次の職務を行なわせること。（責任者が不在の時は、副責任者をして代行させるこ

と｡）

なお、責任者氏名等は、業務開始日の２週間前までに本市に届け出る（書式例１

責任者届）こととし、変更がある場合には、変更予定日と後任責任者氏名等を事前

に本市に届け出ること。

５
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ｉ業務計画書（年間）の作成、提出

ｉｉ市立図書館との連絡調整、業務日誌・月次報告書等の作成・提出・報告

ｉｉｉ業務従事者に対する作業指揮、監督

ｉｖ業務従事者に対する教育、指導

ｖ市職員勤務時間外の緊急時における本市があらかじめ指定する市職員との

連絡・調整

②責任者の代理

受託者は、責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する副責任者を選任し、

氏名等を業務開始日の１週間前までに本市に届け出ること（書式例２副責任者届)。

③責任者及び副責任者の選任

受託者は、責任者及び副責任者の選任については、司書資格を有し、かつ、責任

者は、法人の常勤の正規社員等で、公立等図書館業務で通算一年以上の経験を持つ

者を充てること。副責任者は、責任者に準じる者を充てること。

（４）その他

①業務従事者は、利用者及び部外者に対する商行為は、一切してはならない。

②受託者は、本市へ届けることなく契約期間内に業務従事者を変更しないこと。

８．研修・教育訓練・協力体制

（１）委託業務開始前研修

①受託者は委託業務開始前に､業務従事者の責務及び実務に関する研修を行うことと

する。経費は受託者の負担とする。

②上記研修にあたっては､受託者は研修の方法及び内容について本市と事前に協議を

行うとともに、その結果について報告すること。

（２）委託業務開始後研修

①受託者は、随時業務の効率及び技術の向上に努めるものとし、業務従事者の教育訓

練を行うこと。また、経費は受託者の負担とする。

②上記研修にあたっては､受託者は研修の方法及び内容について本市と事前に協議を

行うとともに、その結果について報告すること。

（３）本市の研修実施要求

①本市は、業務の履行状況その他により必要があると認めるときは、受託者に対して

研修の実施を要求することができる。

②受託者は、本市から要求があった場合は誠意をもって対処すること。

③受託者は､本市が図書館職員の資質向上をめざし主催する研修について必要と認め
た場合は、受託者の業務従事者に対し参加を認めるものとする。この場合の経費は受

託者の負担とする。



9．業務計画（年間）・業務報告等

（１）業務従事者名簿の提出

受託者は、施設及び電算システムの保安管理・個人情報の管理のため、業務従事者を

定め、それぞれの氏名・略歴（写真添付）などを本市が指定した書式（業務従事者名簿）

で業務委託開始前に本市に届けるものとする。

また、業務従事者に異動がある場合には事前に届け出ること。ただし、本市は、提出

された業務従事者名簿を他の目的に使用しない。

（２）業務計画書等

受託者は、本市と協議のうえ、委託業務に必要な業務計画書（年間）及び業務従事者

勤務予定表（月間）を提出すること。年間計画にあっては４月５日までに、業務従事者

勤務予定表にあっては前月２５日までに提出すること（提出書式例４業務従事者勤務

予定表)。

（３）業務日誌

受託者は、業務開始時に前日の業務日誌（書式例５業務日誌）を、本市に提出しな

ければならない。本市は、その内容を確認し、不適切な業務処理が認められる場合は受

託者に対して是正を指示できる。

（４）月次報告書

受託者は、各月当初に前月の月次報告書（書式例６月次報告書）を、本市に提出し

なければならない。本市は、その内容を確認し、不適切な業務処理が認められる場合は

受託者に対して是正を指示できる。

（５）業務の改善

受託者は、本市が委託業務の実施に関する調査及び報告を求めた場合には、速やかに

対応し、結果等を報告し、問題があるときには改善すること。また、事務処理方法等に

ついて改善を要する場合にはぐ双方協議のうえ決定するものとする。

1ｏ，受託者及び業務従事者の責務

受託者は、業務の遂行にあたり、本市と緊密に連絡を取りながら、良質かつ公平なサー

ビスを継続して提供していくべきことを十分に認識し、次の事項に留意して受託業務を円

滑に遂行できるよう、万全を期すること。

（１）関係法令等の遵守

①受託者及び業務従事者は、地方自治法、図書館法、名古屋市図書館条例、同館則、

同施行要綱、同施行要領、その他図書館関係法令等の規定を遵守すること。

②受託者は、労働基準法その他労働関係法令を遵守しなければならない。
（２）再委託の禁止

受託者は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
（３）誓約書の提出

受託者は、守秘義務の履行を担保するため、業務従事者との連署による誓約書（書式

７
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例７誓約書）を本市に提出しなければならない。業務従事者に変更があった場合は、

新たな業務従事者をこれに加える。

（４）信用失墜行為の禁止

受託者及び業務従事者は、本市の信用を失墜する行為をしないこと。

（５）業務上知り得た情報の秘密の保持及び外部提供の禁止

受託者及び業務従事者は、受託した業務の履行により直接または間接に知り得た情報

を第三者に漏洩、開示してはならない。また、委託業務の履行以外の目的で使用しては

ならない。本契約期間終了後も同様とする。

（６）個人情報の保護

受託者および業務従事者は、名古屋市個人情報保護条例の規定および次の事項を遵守

しなければならない。

①個人情報を適切に管理し、紛失、漏えいをしないこと。

②個人情報を委託業務の履行以外の目的で使用すること、第三者に提供することを

禁止する。

③個人情報の複写・複製についても禁止する。

受託者は、個人情報に関する事故が発生したときは、直ちに本市にその旨を報告し、

適切な措置をしなければならない。

その他個人情報の保護について本市と受託者が協議のうえ、決定するものとする。

（７）業務の適正処理

①業務従事者は、委託業務を履行するにあたり、本市の業務に関する各規定に従っ
て業務に従事すること。

②業務従事者の服装・態度

業務従事者は、利用者に不快感を与えないように身だしなみ、言葉遣いには十分
注意すること。

③業務従事者は、業務遂行に適した統一された制服またはエプロンおよび社名札を
着用することとし、形式等については事前に本市の承認を得ること。これに係る経
費は、受託者の負担とする。

④業務従事者は､心身に障害のある来館者に対しては、介助その他それぞれの特性
に応じた適切な対応をとること。

（８）関係書類およびデータの取り扱い

受託者及び業務従事者は業務に関する仕様書､本市が提供する資料等の関係書類およ
び図書館で保持するデータを本市の許可なしに履行場所以外に持ち出したり複写したり
してはならない。

（９）災害時の対応

①業務従事者は、履行施設の自衛消防（地震防災時も含む）隊の編成要員を担い、
避難誘導等の任務につくこと。

②業務従事者は、訓練時においては、委託業務の一端として参加すること。



（１０）事故等緊急時の対応

業務従事者は、利用者の病気・事故などの緊急時においては、本市の指示に従い、解

決のための協力を行うこと。

(１１）端末機の操作及びパスワードの管理

受託者は、端末機の操作及び操作に必要なパスワードの管理に関し、次の事項を厳守

しなければならない。

①業務従事者は、本市が指定した端末機を使用する。

②業務従事者は、仕様書で定められた業務以外の目的で、端末機を使用してはなら

ない。

③業務従事者は､本市より交付されたパスワードを他に漏らしてはならない｡また、

他の業務従事者に使用させてはならない。

④受託者は端末機で、フロッピー等の記憶媒体を使用してはならない。

⑤業務従事者は、休憩・端末業務交代時に端末機から離れる時には、端末機をログ

アウトする。

(１２）その他

①職場体験受入

職場体験・職場実習の受入事務は、職員が行うが、体験学習に際して受託者は、委

託業務内容（１）～（８）に関して協力すること．

１１．経費の負担区分

（１）本市が負担する経費

本件業務遂行に必要とする光熱水費、消耗品等は本市が負担する。なお、受託者は

常にその節減に努めなければならない。，

（２）受託者が負担する経費

①業務従事者の統一した服装および名札

②業務従事者からの連絡に即時対応できるツール（携帯電話等）

③自らの事務に必要な経費（パソコン、消耗品費、通信費等）

④研修等に伴う経費（交通費等）

１２．契約解除

本市は、受託者が、当仕様書に基づいた適切な業務を行わない場合及び業務の改善が必

要な場合に、正当な理由なくこれを行わない等、業務を継続することが適当でないと認め

るときは、契約を解除することができる。その他契約の解除は、契約書約款によるものと
する。

１３．損害賠償



↓。

１４．妨害又は不当要求に対する届出義務

（１）受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不当な行為等

で、業務履行の障害となるものをいう｡）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請

求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はその要求

の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう｡）を受け

た場合は、本市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。

（２）受託者が（１）に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告

又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方

としない措置を講じることがある。〆

１５．その他

（１）１２．契約解除において、契約を解除された場合、または、契約期間終了時以降、
継続して業務委託を受託しなくなった場合は、新たに業務委託を受託する者が円滑に

かつ支障なく業務を遂行できるよう遅滞なく業務内容を引き継ぐものとする。また、

引継ぎに要する経費は全て受託者の負担とする。

（２）受託者は、本仕様書に定めのない事項であっても、業務上必要な事項については、

本市と協議のうえ誠意をもって実施しなければならない。

（３）その他疑義ある事項については､本市と受託者との協議のうえ決定するものとする。
（４）本市と受託者との協議にかかる最終判断は、本市が行うものとする。

（１）受託者および業務従事者の故意または過失により、利用者、本市または第三者に損

害を与えた場合は、受託者は、その損害を賠償する責を負うものとする。

（２）委託業務の履行に際し、受託者が損害を受けた場合は、本市の責に帰すべき場合を

除き、本市は損害賠償の責任を負わないものとする。
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書式例１責任者届（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

責任者届

年月日

名古屋市教育委員会教育長あて

（業務受託者記名押印）

所在地

名称

平成年度名古屋市名東図書館窓口等業務につきまして、下記の者を責任者として選

任しましたので届け出をいたします。

記

１氏名（生年月日）

２司書資格取得年月

３公立等図書館業務経験

（通算１年以上）

４選任年月日

書式例２副責任者届（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

副責任者届

年月日

名古屋市教育委員会教育長あて

（業務受託者記名押印）

所在地

名称

平成年度名古屋市名東図書館窓口等業務につきまして、下記の者を副責任者として
選任しましたので届け出をいたします。

記

１氏名（生年月日）

２司書資格取得年月

３公立等図書館業務経験

４選任年月日

つ

1１



書式例４業務従事者勤務予定表（用紙は日本工業規格Ａ４判（縦又は横型）とする｡）

００

１５

３０

１５

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

●
●例 ９：００～１５

１５：００～１９

９：００～１７

９：００～１９

,1

●
●

書式例５業務日誌（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型（２日分記入できるように）とする｡）

書式３業務従事者名簿（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

名古屋市名東図書館窓口等業務従事者名簿

変更後変更前

の柿.う車絡事聡

名東図書館業務日誌

1２

色

オィ

平 成年月日（曜日）

館長 係長 受託者責任者

月

１

月

２

火

３

水

４

木

５

金

６

土

７

日

８

月

2８

日

2９

月

3０

火

３１

水

(スタッフ名） ， ， Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ ， Ａ

責任者

副責任者等の別
氏名 資格・経験

住所(市町村名（名古屋市は区名）

まで記載



○

書式例６月次報告書（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

月次報告書名東図書館窓口等業務

月 1(月） 2(火） 3(水） 4(木）

（１）開館準備業務

.（２）利用者登録業務

（３）貸出業務

（４）館内閲覧業務

（５）返却業務

(6)利用案内・書架案内・資料案内業務

（７）配架・書架整頓業務

（８）予約資料に関する業務

（９）図書館資料の整理･管理に関する業務

(10)窓口における行事、広報等関連業務

(11)施設管理関連業務

(12)要望･苦情等対応

(13)閉館準備業務

備考

◆

5(金） 6(土） 7(日）

社担 社印

当印

書式例７誓約書（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

誓約書

年月日

名古屋市教育委員会教育長あて

（業務受託者･業務従事者記名押印）

会社名

氏名

私は、以下の事項を厳守することをここに誓約いたします。

，記

１業務上知り得た情報を漏洩、開示しないこと。また、委託業務の履行以外の目的で使
用しないこと。

２本委託業務従事終了後も、業務上知り得た情報を漏洩、開示利用しないこと。

３個人'情報の取り扱いには細心の注意を払い、名古屋市個人情報保護条例・名古屋市情

報あんしん条例等関連法令の規程を遵守すること。以上

1３



特）

､'２２年度業務実施日カレンダー

名古屋市名東図書館
◎業務日:年間307日(４月～３月）

◎函は業務を要しない日

珍｛i灘i讃貝及び細振替休副書あた柵

１

』

、※ 太砕は

＊○は､祝日

８月 (業務日数:２６日）

臼 月 火 水 木 金 土

Ｉ 職 ３ ４ ５ ６ ７

８ 職 1０ 1１ 1２ 1３ Z４

1５ 謹露 1７ 1８ 1９ 2０ 2１

２２ 鰯 2４ 2５ 2６ 2７ 2８

2９ 識、 3１

７月 (業務日数:２７日）

日 月 火 水 木 金 士

１ ２ ３

４ 灘 ６ ７ ８ ９ ZＯ

I｣ｒ 璽認 1３ 1４ 1５ 1６ 1７

J８ Q⑨瞳蕊 2１ 2２ 2３ 2４

2５ 鰯 2７ 2８ 2９ 3０ 3Ｚ

４ 月 (業務日数:２６日）

日 月 火 水 木 金 士

１ ２ ３

４ i識 ６ ７ ８ ９ 1０

1１ 鰯 1３ 1４ 1５ 1６ 1７

1８ 鰯 '2０ 2１ 2２ 2３ 2盛

2５ 灘 2７ 2８ Cﾛウ 3０

1２月 (業務日数:２４日）

臼 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ･４

５ 職 ７ ８ ９ １０ 血

121蕊謹 1４ 1５ 1６ 1７ 1８

1９ 鰯 2１ 2２ ⑳ 2４ ２５

2５ l灘Ｉ 2８ 蕊謹儀鰯擢蕊
－

１ 月 (業務日数:２４日）
日 月 火 水 木 金 士

錘Ｉ
謹蕊蕊 ４ ５ ６ ７ ８

９ の 雛 １２ 1３ 1４ Z５

161;鍵Ｉ １８ 1９ 2０ 2１ ２２

到雲霧 2５ 2６ 2７ 2８ 2９

”’蕊蕊

２月 (業務日数:２４日）
臼 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ 識 ･８ ９ １０ の １２

｣r３ 灘 １５ １６ 1７ 1８ 1９

2り 灘 2２ 2３ 2４ 2５ 2６

２７ 蕊；

５月 (業務日数:２６日）

臼 月 火 水 木 金 士

Ｉ

２ Ｇ）④ ⑤ 鱗！ ７ ８

９ Ｉ鋤 １１ 1２ 1３ 1４ 1５

161鍾霧 1８ 1９ 2０ 2１ 2２

２３ 鱗Ｉ 2５ 2６ 2７ 2８ 2９

3り 鱗

６月 (業務日数:２５日）

日 月 火 水 木 金 士

１ ２ ３ ４ ５

６ 鰯 ８ ９ 1０ 1１ 1２

１３ 1職 1５ 1６ 1７ 181灘iリ
鰯！ 2１ 2２ 2３ 2４ 2５ 2６

２７ 職； 2９ 3０

Ⅱ矧客玉目顛Ｈ

９ 月 (業務日数:２６日）

臼 月 火 水 木 金 土？

１ ２ ３ ４

５ 職 ７ ８ ９ 1０ 〃

1２ 謹譲 １４ 1５ １６ 1７ 1８

1９ ⑳ Ｉ鰯 2２ (&， 2４ ２５

2５ 鱈鐙 2８ 2９ 3０

1０月 (業務日数:２７日）

臼 月 火 水 木 金 士

１ ２

３ 職 ５ ６ ７ ８ ９

1０ 、 鰯 1３ 1４ １５ 1６

1７ i鐘Ｉ １９ 2０ 2１ 2２ 2３

２４ 鱗 2６ 2７ 2８ 2９ 3０

釘

1１月 (業務日数:２５日）

臼 月 火 水 木 金 土

灘 ２ Ｑ） ４ ５ ６

７ 鰯 ９ 1０ １１ 1２ 1３

I製 灘 1６ １７ 1８ 1９ ２り

2Ｚ 鱗 (a， 2４ 2５ 2６ ２７

2８ 鱗 3０

３月 (業務日数:２７日）

臼 月 火 水 木 金 士

１ ２ ３ ４ ５

６ 謹蕊 ８ ９ 1０ １１ 1２

』３ 謹製 1５ 1６ 1７ 1８ Ｊ９

２０ ② 蕊 2３ 2４ 2５ 2５

２７ 灘 2９ 3０ 3１
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名古屋市名東図書館窓口等業務委託仕様書

１．件名

名古屋市名東図書館窓口等業務委託

２．委託期間

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

３．履行場所

名古屋市名東図書館名古屋市名東区文教台二丁目２０５番地

４．委託業務内容

（１）開館準備業務

①照明機器の起動（閲覧室関係）

②情報処理システム機器立ち上げ及びプリンター等の用紙補充点検

③返却ポスト資料の回収・返却処理・施錠

④返却期限日付の確認

⑤帳票類の補充点検

⑥新聞の整理・配架・保存

⑦返却本配架及び書架(雑誌架・視聴覚架を含む)の整理整頓

⑧コピー機起動及び用紙・トナーの補充点検

⑨雨天時の利用者対応（傘袋等用意）

⑩入館者カウンターの起動

⑪業務日誌の確認

（２）利用者登録業務（団体・郵送貸出登録を除く）

①登録方法案内

②資格要件・住所確認証明書の確認

③二重登録チェック

④仮登録

⑤個人貸出券の作成・図書館利用方法の説明

⑥パスワード発行申込みの受付・発行

⑦登録申込書記載事項の本登録

⑧有効期限切れ利用者更新処理（再度登録）

⑨利用登録事項変更申請の受付・処理

⑩個人貸出券紛失の受付・処理
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（３）貸出業務（郵送貸出を除く）

① 貸 出 処 理

②貸出券不携帯者に対する貸出処理．

③無効貸出券（貸出停止適用期間中、有効期限切れ

④メッセージ出力貸出券携帯者への対応

⑤予約取り置き資料の確認・予約連絡票の抜き取り

⑥付属資料の確認

⑦貸出冊数の確認

⑧返却期限の確認

⑨利用者区分･資料区分による貸出冊数の確認

⑩未返却・遅延資料の確認及びメッセージ入力

⑪禁帯出資料の告知

⑫メッセージ出力資料への対応

⑬返却期限延長

⑭団体への貸出処理

⑮書庫出納、資料の貸出

有効期限切れ更新不可）携帯者への対応

（４）館内閲覧業務

①カウンター取り置き資料の閲覧

②相互貸借・部内貸借資料の閲覧

③最新号雑誌閲覧

④視聴覚資料視聴受付・操作利用案内・視聴予約受付

⑤書庫出納、資料の閲覧

（５）返却業務

①返却処理

②付属資料の確認

③他館資料の処理

④メッセージ出力資料への対応

⑤汚損・破損の確認及び回収、返却期限レシート

⑥末返却資料の確認

⑦亡失資料、汚損・破損資料の弁償手続きの受付

返却期限レシート等の残留物の確認

（６）利用案内・書架案内・資料案内業務

①自館の利用案内・書架案内

②名古屋市図書館の利用案内

③名古屋市図書館以外の図書館の利用案内・紹介
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④書誌事項の明らかな資料の検索（書誌検索、所蔵検索）・書架案内

⑤タッチパネルＯＰＡＣの利用・操作案内

⑥キーボードＯＰＡＣの利用・操作案内

⑦インターネット用パソコンの利用・操作案内・予約受付

⑧複写受付、コピー機の利用・操作案内

⑨機器不具合・苦情の対応

⑩駐車場利用案内、機器操作案内

⑪市民のリサイクルコーナー図書の譲渡処理

（７）配架・書架整頓業務

①返却資料の配架

②書架の整理・整頓

③新着図書・雑誌・視聴覚資料の配架

④新聞の配架・整頓

‘（８）予約資料に関する業務

①予約票受付及び書誌事項の明らかな予約票の検索・入力・点検

②予約確保依頼リスト出力及び書架検索

③返却処理による予約連絡票打出し、挟み込み及び自館・他館予約振り分け

④予約資料返却処理、予約連絡票打出し、挟み込み

⑤予約棚への配架

⑥予約者への連絡・取り置き期限設定処理

⑦取置き期限超過資料の処理

⑧予約取り消し資料の処理、予約未連絡資料抽出・連絡リスト出力及び予淵

連絡

⑨ 不明返信処理

予約未連絡資料抽出・連絡リスト出力及び予約者への

（９）図書館資料の整理・管理に関する業務

①廃棄資料の読込・リサイクルシール貼付・リサイクル会場設営及び運搬

②蔵書点検作業（読込作業）

③不明リストによる書架点検

④書庫入れ資料の読込・配架

(１０）窓口における行事、広報等関連業務

①行事等の申込み受付

②印刷物類の配布
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(１２）要望･苦情等対応

①窓口における要望・苦情等の受付、対応

②利用者の問題行動対応

③急病・負傷者、迷子への対応

(１３）閉館準備業務

①閉館放送の準備・放送

②利用者の退館誘導・退館確認（館内見回り、窓、トイレ、忘れ物等点検）

③返却ポスト資料確認、開錠

④返却本配架及び書架の整理整頓

⑤コピー機電源断

⑥別情報処理システム機器終了処理

⑦カウンター内電源使用機器類の電源断・片付け

⑧照明機器の電源断（閲覧室関係）

⑨入館者カウンターのチェック及び電源断

⑩業務日誌記入
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(１１）施設管理関連業務

①拾得物・遺失物の受付・職員への引渡し

②プリンター等の用紙補充

③コピー機の用紙・トナーの補充

④駐車場回数券利用者等への対応処理

5．業務日、業務を要しない日及び業務時間

（１）業務日

次の（２）に掲げる「業務を要しない日」を除く毎日

詳細業務実施日カレンダー参照

（２）業務を要しない日

①毎週月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。以下「法」と

いう｡）に規定する休日にあたるときは、その直後の法に規定する休日でない日、特

別整理期間中、１月４日は除く｡）

②年末年始１２月２９日～翌年１月３日

③特別整理期間中の土曜日、日曜日

（３）開館日の業務時間

①火曜日～金曜日原則として９：００～１９：１５

（開館時間１０：００～１９：００）
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②士・日曜日・祝日原則として９：００～１７：３０

（開館時間１０：００～１７：００）

（４）閉館日の業務時間

①毎月第３金曜日（法に規定する休日にあたるときを除く）及び１月４日（館内整

理日）原則として９：００～１７：３０

②特別整理期間（平成２２年６月１６日（水）～６月２４日（木））

原則として９：００～１７：３０

６．定例的な協議

円滑な図書館業務を行うため、定例的な協議の場を設けるなどの方策により、名古屋市

（以下「本市」という）との相互共通認識による運営を行うこと。

7．委託業務の執行体制

（１）業務従事者の配置

①受託者は、委託業務が円滑に履行できる必要な人員を常時配置すること。土曜日・

日曜日・祝日、休館日の翌日等の繁忙日や、生徒・児童の長期休業期間等の繁忙期間

には特に留意し､サービス低下を招かない体制をとるなど､適切な措置を講ずること。

②業務に係る人数は､原則として委託した時間内に与えられた業務を完了できる人員

を配置する。ただし、通常の業務量を著しく上回る場合や、あらかじめ予想できない

事態に対応せざるを得ないため業務が終わらない場合は、本市に相談すること。

（２）業務従事者の選任

受託者は、委託業務を的確かつ迅速に履行できる知識を有することはもとより、図書

館が社会教育施設であることに留意し、親切・丁寧な接遇ができ、かつ、風紀・業務規

律を乱さない者を選任すること。図書館業務に関心を持ち、かつ責任感を有し健康な者

を選任すること。司書（補）資格所持者又は公立図書館業務経験者等の配置に努めるこ

と。

また、継続的な雇用を希望する者の優先的な選任などを行い、業務従事者が短期的に

入れ替わることで、業務サービスが低下することがないよう特段の配慮に努めること。

（３）責任者の配置

①責任者の配置と職務

受託者は、委託業務を円滑に遂行するため、業務時間中は常時、責任者を配置し、

次の職務を行なわせること。（責任者が不在の時は、副責任者をして代行させるこ

と｡）

なお、責任者氏名等は、業務開始日の２週間前までに本市に届け出る（書式例１

責任者届）こととし、変更がある場合には、変更予定日と後任責任者氏名等を事前

に本市に届け出ること。
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ｉ業務計画書（年間）の作成、提出

ｉｉ市立図書館との連絡調整、業務日誌・月次報告書等の作成・提出・報告

ｉｉｉ業務従事者に対する作業指揮、監督

ｉｖ業務従事者に対する教育、指導

ｖ市職員勤務時間外の緊急時における本市があらかじめ指定する市職員との

連絡・調整

②責任者の代理

受託者は、責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する副責任者を選任し、

氏名等を業務開始日の１週間前までに本市に届け出ること（書式例２．副責任者届)。

③責任者及び副責任者の選任

受託者は、責任者及び副責任者!､選任については、司書資格を有し、かつ、責任

者は、法人の常勤の正規社員等で、公立等図書館業務で通算一年以上の経験を持つ

者を充てること。副責任者は、責任者に準じる者を充てること。

（４）その他

①業務従事者は、利用者及び部外者に対する商行為は、一切してはならない。

②受託者は、本市へ届けることなく契約期間内に業務従事者を変更しないこと。

８．研修・教育訓練・協力体制

（１）委託業務開始前研修

①受託者は委託業務開始前に､業務従事者の責務及び実務に関する研修を行うことと

する。経費は受託者の負担とする。

②上記研修にあたっては､受託者は研修の方法及び内容について本市と事前に協議を

行うとともに、その結果について報告すること。

（２）委託業務開始後研修

①受託者は、随時業務の効率及び技術の向上に努めるものとし、業務従事者の教育訓

練を行うこと。また、経費は受託者の負担とする。

②上記研修にあたっては､受託者は研修の方法及び内容について本市と事前に協議を

行うとともに、その結果について報告すること。

（３）本市の研修実施要求

①本市は、業務の履行状況その他により必要があると認めるときは、受託者に対して

研修の実施を要求することができる。

②受託者は、本市から要求があった場合は誠意をもって対処すること。

③受託者は､本市が図書館職員の資質向上をめざし主催する研修について必要と認め

た場合は、受託者の業務従事者に対し参加を認めるものとする。この場合の経費は受

託者の負担とする。
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９．業務計画（年間）・業務報告等

（１）業務従事者名簿の提出

受託者は、施設及び電算システムの保安管理・個人情報の管理のため~業務従事者を

定め、それぞれの氏名・略歴（写真添付）などを本市が指定した書式（業務従事者名簿）

で業務委託開始前に本市に届けるものとする。

また、業務従事者に異動がある場合には事前に届け出ること。ただし、本市は、提出

された業務従事者名簿を他の目的に使用しない。

（２）業務計画書等

受託者は、本市と協議のうえ、委託業務に必要な業務計画書（年間）及び業務従事者

勤務予定表（月間）を提出すること。年間計画にあっては４月５日までに、業務従事者

勤務予定表にあっては前月２５日までに提出すること（提出書式例４業務従事者勤務
予定表)。

（３）業務日誌

受託者は、業務開始時に前日の業務日誌（書式例５業務日誌）を、本市に提出しな

ければならない。本市は、その内容を確認し、不適切な業務処理が認められる場合は受

託者に対して是正を指示できる。

（４）月次報告書

受託者は、各月当初に前月の月次報告書（書式例６月次報告書）を、本市に提出し

なければならない。本市は、その内容を確認し、不適切な業務処理が認められる場合は

受託者に対して是正を指示できる。

（５）業務の改善

受託者は、本市が委託業務の実施に関する調査及び報告を求めた場合には、速やかに

対応し、結果等を報告し、問題があるときには改善すること。また、事務処理方法等に

ついて改善を要する場合にはマ双方協議のうえ決定するものとする。

1ｏ、受託者及び業務従事者の責務

受託者は、業務の遂行にあたり、本市と緊密に連絡を取りながら、良質かつ公平なサー

ビスを継続して提供していくべきことを十分に認識し、次の事項に留意して受託業務を円
滑に遂行できるよう、万全を期すること。

（１）関係法令等の遵守

①受託者及び業務従事者は、地方自治法、図書館法、名古屋市図書館条例、同館則、
同施行要綱、同施行要領、その他図書館関係法令等の規定を遵守すること。

②受託者は、労働基準法その他労働関係法令を遵守しなければならない。
（２）再委託の禁止

受託者は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
（３）誓約書の提出

受託者は、守秘義務の履行を担保するため、業務従事者との連署による誓約書（書式
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例７誓約書）を本市に提出しなければならない。業務従事者に変更があった場合は、

新たな業務従事者をこれに加える。

（４）信用失墜行為の禁止

受託者及び業務従事者は、本市の信用を失墜する行為をしないこと。

（５）業務上知り得た情報の秘密の保持及び外部提供の禁止

受託者及び業務従事者は、受託した業務の履行により直接または間接に知り得た情報

を第三者に漏洩、開示してはならない。また、委託業務の履行以外の目的で使用しては

ならない。本契約期間終了後も同様とする。

（６）個人情報の保護

受託者および業務従事者は、名古屋市個人情報保護条例の規定および次の事項を遵守

しなければならない。

①個人情報を適切に管理し、紛失、漏えいをしないこと。

②個人情報を委託業務の履行以外の目的で使用すること、第三者に提供することを

禁止する。

③個人情報の複写・複製についても禁止する。

受託者は、個人情報に関する事故が発生したときは、直ちに本市にその旨を報告し、

適切な措置をしなければならない。

その他個人情報の保護について本市と受託者が協議のうえ、決定するものとする。

（７）業務の適正処理

①業務従事者は、委託業務を履行するにあたり、本市の業務に関する各規定に従っ

て業務に従事すること。

②業務従事者の服装・態度

業務従事者は、利用者に不快感を与えないように身だしなみ、言葉遣いには十分

注意すること。

③業務従事者は、業務遂行に適した統一された制服またはエプロンおよび社名札を

着用することとし、形式等については事前に本市の承認を得ること。これに係る経

費は、受託者の負担とする。

④業務従事者は､心身に障害のある来館者に対しては、介助その他それぞれの特性

に応じた適切な対応をとること。

（８）関係書類およびデータの取り扱い

受託者及び業務従事者は業務に関する仕様書、本市が提供する資料等の関係書類およ

び図書館で保持するデータを本市の許可なしに履行場所以外に持ち出したり複写したり

してはならない。

（９）災害時の対応

①業務従事者は、履行施設の自衛消防（地震防災時も含む）隊の編成要員を担い、

避難誘導等の任務につくこと。

②業務従事者は、訓練時においては、委託業務の一端として参加すること。



（１０）事故等緊急時の対応

業務従事者は、利用者の病気・事故などの緊急時においては、本市の指示に従い、解

決のための協力を行うこと。

（１１）端末機の操作及びパスワードの管理

受託者は、端末機の操作及び操作に必要なパスワードの管理に関し、次の事項を厳守

しなければならない。

①業務従事者は、本市が指定した端末機を使用する。

②業務従事者は、仕様書で定められた業務以外の目的で、端末機を使用してはなら

ない。

③業務従事者は､本市より交付されたパスワードを他に漏らしてはならない。また、

他の業務従事者に使用させてはならない。

④受託者は端末機で、フロッピー等の記憶媒体を使用してはならない。

⑤業務従事者は、休憩・端末業務交代時に端末機から離れる時には、端末機をログ

アウトする。

(１２）その他

①職場体験受入

職場体験・職場実習の受入事務は、職員が行うが、体験学習に際して受託者は、委

託業務内容（１）～（８）に関して協力すること。

１１．経費の負担区分

（１）本市が負担する経費

本件業務遂行に必要とする光熱水費、消耗品等は本市が負担する。なお、受託者は

常にその節減に努めなければならない。‘

（２）受託者が負担する経費

①業務従事者の統一した服装および名札

②業務従事者からの連絡に即時対応できるツール（携帯電話等）

③自らの事務に必要な経費（パソコン、消耗品費、通信費等）

④研修等に伴う経費（交通費等）

１２．契約解除

本市は、受託者が、当仕様書に基づいた適切な業務を行わない場合及び業務の改善が必

要な場合に、正当な理由なくこれを行わない等、業務を継続することが適当でないと認め

るときは、契約を解除することができる。その他契約の解除は、契約書約款によるものと
する。

１３．損害賠償

９



,Ｉ‘

１４．妨害又は不当要求に対する届出義務

（１）受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不当な行為等

で、業務履行の障害となるものをいう｡）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請

求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はその要求

の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう｡）を受け

た場合は、本市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。

（２）受託者が（１）に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告

又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方

としない措置を講じることがある。〆

１５．その他

（１）１２．契約解除において、契約を解除された場合、または、契約期間終了時以降、

継続して業務委託を受託しなくなった場合は、新たに業務委託を受託する者が円滑に

かつ支障なく業務を遂行できるよう遅滞なく業務内容を引き継ぐものとする。また、

引継ぎに要する経費は全て受託者の負担とする。

（２）受託者は、本仕様書に定めのない事項であっても、業務上必要な事項については、

本市と協議のうえ誠意をもって実施しなければならない。

（３）その他疑義ある事項については､本市と受託者との協議のうえ決定するものとする。

（４）本市と受託者との協議にかかる最終判断は、本市が行うものとする。

（１）受託者および業務従事者の故意または過失により、利用者、本市または第三者に損

害を与えた場合は、受託者は、その損害を賠償する責を負うものとする。

（２）委託業務の履行に際し、受託者が損害を受けた場合は、本市の責に帰すべき場合を

除き、本市は損害賠償の責任を負わないものとする。

１
４
１
０
。

‐
↑
；
１
１

１
１

１

：
Ｉ

トヤ
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書式例１責任者届（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

責任者届

年月日

名古屋市教育委員会教育長あて

（業務受託者記名押印）

所在地

名称

平成年度名古屋市名東図書館窓口等業務につきまして、下記の者を責任者として選

任しましたので届け出をいたします。

記

１氏名（生年月日）

２司書資格取得年月

３公立等図書館業務経験

（通算１年以上）

４選任年月日

書式例２副責任者届（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

副責任者届

年月日

名古屋市教育委員会教育長あて

（業務受託者記名押印）

所在地

名称

平成年度名古屋市名東図書館窓口等業務につきまして、下記の者を副責任者として

選任しましたので届け出をいたします。

記

１氏名（生年月日）

２司書資格取得年月

３公立等図書館業務経験

４ 選 任年月日、

づ

1１



書式３業務従事者名簿（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

名古屋市名東図書館窓口等業務従事者名簿

書式例４業務従事者勤務予定表（用紙は日本工業規格Ａ４判（縦又は横型）とする｡）

９：００～１５：００

１５：００～１９：１５

９：００～１７：３０

９：００～１９：１５

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

●
●例

書式例５業務日誌（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型（２日分記入できるように）とする｡）

名東図書館業務日誌．

変更月I」 変更後

Ｌ

1２

月

１

月

２

火

３

水

４

木

５

金

６

土

７

日

８

月

●●● 2８

日

2９

月

3０

火

３１

水

(スタッフ名） ， ， Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ ， Ａ

平成年月日（曜日）

館長 係長 受託者責任者

責任者

副責任者等の別
氏名 資格・経験

住所(市町村名（名古屋市は区名）

まで記載

●



書式例６月次報告書（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

月次報告書名東図書館窓口等業務

月 1(月） 2(火） 3(水） 4(木）

（１）開館準備業務

.（２）利用者登録業務

（３）貸出業務

（４）館内閲覧業務

（５）返却業務

(6)利用案内・書架案内・資料案内業務

（７）配架・書架整頓業務

（８）予約資料に関する業務

（９）図書館資料の整理･管理に関する業務

(1の窓口における行事､広報等関連業務

(11)施設管理関連業務

(12)要望･苦情等対応

(13)閉館準備業務

備考

5(金） 6(土） 7(日）

社担 社印

当印

書式例７誓約書（用紙は日本工業規格Ａ４判縦型とする｡）

誓約書

年 月 日

名古屋市教育委員会教育長あて

（業務受託者･業務従事者記名押印）

会社名

氏名

私は、以下の事項を厳守することをここに誓約いたします。

，記

１業務上知り得た情報を漏洩、開示しないこと。また、委託業務の履行以外の目的で使
用しないこと。

２本委託業務従事終了後も、業務上知り得た情報を漏洩、開示利用しないこと。

３個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、名古屋市個人情報保護条例・名古屋市情

報あんしん条例等関連法令の規程を遵守すること。以上

1３



平成２ ングー

名古屋市名東図書館
◎業務日:年間３０７日(４月～３月）

。□は業務を要しない日
，〆・毎週月曜日(ただし､月曜日が国民の祝日及びその振替休日にあたる時は

業務を行い､直後の平日を休業日とする｡）

・年末年始(12月29日～１月３日）

～・特別整理期間のうちの土曜日・日曜日

４月 (業務日数:２６日）

日

４

ZＺ

Z８

2３

月

や５

､職１２
国区巳

q■

;１９

２６

火 水

６ ７

1３ 1４

2０ 2１

2７ 2８

木 金 士

１ ２ ３

８ ９ 、

1５ １６ Ｚ７

2２ 2３ 2４

動） 3０

７月 (業務日数:２７日）

臼

４

刀

1８

2５

月

･５

､１２
０

１９

:２６．

火 水

６ ７

1３ 1４

２０ 2１

2７ 2８

木 金 士

１ ２ ３

８ ９ 、

1５ 1６ 1７

2２ 2３ 2４

2９ 3０ 3Ｚ

-10月 (業務日数:２７日）

臼

３

1０

１７

24【

〃

月

｡

;：4.．

IＺ

象1８

:２５

火

５
■

１２

1９

2６

水

６

1３

2０

2７

木 金 _士

１ ２

７ ８ ９

1４ 1５ 1６

2１ 2２ 2３

2８ 2９ 3０

１月 (業務日数:２４日）

日

合

２．

９

｣1６

ａヲ

3０

月

f３．

１０

１７…
ｍｑ

２４

３１

火

４

」』．

1８

2５

＊○は、祝日

水

５

1２

1９

2６

木

６
■

1３

2０

2７

金

７

１４

2１

2８

土

、
－

８

１５

2２

2９

５月

臼 月

２ 且ノ

９ １０；

１６ １７

2３ ２４

3０ ３１

８月

臼 月

Ｉ ２

８ ９

Z５ ･1６

2２ ２３．

2９ ３０

1-1月

日

７

１４

月
い■

､１

.､８

.１５

(業務日数:２６日）

火 水 木 金 士

Ｚ

４ ５ ・６ ７ ８

1１ 1２ 1３ 1４ Z５

1８ 1９ 2０ 2１ 2２

2５ 2６ 2７ 2８ 2９

(業務日数:２６日）

火 水 木 金 士？

３ ４ ５ ６ ７

1０ １１ 1２ 1３ Z４

1７ 1８ 1９ 2０ 2Ｚ

2４ 2５ 2６ 2７ ２８

3１

(業務日数:２５日）

火 水 木 金 士

２ L４ ４ ５ ６

９ 1０ １１ 1２ .Z３

1６ 1７ 1８ 1９ 2０

２Ｚ
r■■

２２ (&Zノ 2４ 2５ 2６ ２７

2８
■

２９

２月

臼 月

６ ７

Z３ ’１４

2０ ２１

２７ ２８

3０

(業務日数:２４日）

火 水 木 金 士

１ ２ ３ ４ ５

･８ ９ 1０ (万 1２

1５ 1６ 1７ 1８ Z９

2２ 2３ 2４ 2５ 2６

６月

臼

６

１３

２０

２７

月

７
4

,14。

2１

２

(業務日数:２５日）

火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

８ ９ 1０ 1１ Z２

1５ 1６ 1７ 1８ １９

２２ 2３ 2４ 2５ 2６

2９ 3０

※太枠は特別整理期間※太枠は特別整理期'百

９月

日

５

1２

１９

２６

月

６．

;１３
E里

⑳
２７

-12月

臼

５

Z２

Z９

２６

月

６

１３
■も

:o20i：
■

２７．

３ 月

臼 月

６ ７

Z３ １４．

(業務日数:２６日）

火

７

1４
、

■

Ｚ~、｡０

色上

2８

水

１

８

1５

2２

2９

木 金 士

２ ３ ４

９ 1０ ZＺ

1６ 1７ Z８

(ど） 2４ ２５

3０

(業務日数:２４日）

火 水 木 金 士

１ ２ ３ ･４

７ ８ ９ 1０ ZＩ

1４ 1５ 1６ 1７ Z８

2１ 2２ 動 2４ 2５

2８ ２９ ３０ ３１

(業務日数:２７日）

火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

８ ９ 1０ 1１ Z２

1５ 1６ 1７ 1８ Z９

2０ 万）
、屋頁ＰＰ

｡:２２． 2３ 2４ 2５ ２６

２７ ２８ 2９ 3０ 3１


